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(57)【要約】
【課題】
遠隔操作式の排水装置において、排水装置に故障が生じ
、排水口が開口状態のまま動作しなくなったとしても、
弁部材に直接的な作業を行う方法では、確実に排水口の
開閉を行うことができる排水装置を提供する。
【解決手段】
　槽体に開口した排水口と、上下動により排水口を開閉
する遠隔操作用弁部材と、該弁部材を上下動させる作動
部と、作動部の動作を制御して、遠隔操作用弁部材によ
る排水口の開閉を操作する操作部と、からなる槽体に設
けられた排水口を遠隔操作的に開閉するための排水装置
において、
遠隔操作用弁部材が排水口を閉口できなくなった際に、
閉口時作動部に干渉しない構造であって、操作部の操作
を介さずに排水口を閉口する手動用弁部材を備える。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽体に開口した排水口１ａと、
上下動により排水口１ａを開閉する遠隔操作用弁部材２１と、
該遠隔操作用弁部材２１を上下動させる作動部３と、
作動部３の動作を制御して、遠隔操作用弁部材２１による排水口１ａの開閉を操作する操
作部４と、からなる、
槽体に設けられた排水口１ａを遠隔操作的に開閉するための排水装置において、
遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａを閉口できなくなった際に、
閉口時作動部３に干渉しない構造であって、操作部４の操作を介さずに排水口１ａを閉口
する手動用弁部材２２を備えたことを特徴とする排水装置。
【請求項２】
　上記排水装置において、遠隔操作用弁部材２１及び作動部３に反発しあう極性に配置し
た磁石部を備え、該磁石部の磁石の反発を利用して遠隔操作用弁部材２１を上下動させる
と共に、
遠隔操作用弁部材２１から磁石部を取り外すことで、手動用弁部材２２とすることを特徴
とする、請求項１に記載の排水装置。
【請求項３】
　槽体に開口した排水口１ａと、
上下動により排水口１ａを開閉する遠隔操作用弁部材２１と、
該弁部材を上下動させる作動部３と、
作動部３の動作を制御して、遠隔操作用弁部材２１による排水口１ａの開閉を操作する操
作部４と、からなる、
槽体に設けられた排水口１ａを遠隔操作的に開閉するための排水装置において、
作動部３の少なくとも一部の部材を変形又は排水装置より取り外すことで、遠隔操作用弁
部材２１が排水口１ａを閉口できなくなった際に、遠隔操作用弁部材２１が、閉口時作動
部３に干渉することなく排水口１ａを閉口することが可能な手動用弁部材２２となるよう
に構成したことを特徴とする排水装置。
【請求項４】
　上記排水装置において、遠隔操作用弁部材２１及び作動部３に反発しあう極性に配置し
た磁石部を備え、該磁石部の磁石の反発を利用して遠隔操作用弁部材２１を上下動させる
と共に、
作動部３から磁石部を取り外すことで、遠隔操作用弁部材２１が、閉口時作動部３に干渉
することなく排水口１ａを閉口することが可能な手動用弁部材２２となるように構成した
ことを特徴とする請求項３に記載の排水装置。
【請求項５】
　上記排水装置において、作動部３を、電気駆動により作動するように構成したことを特
徴とする、請求項１乃至請求項４のいずれか一つに記載の排水装置。
【請求項６】
　上記排水装置において、手動用弁部材２２に、排水口１ａからの着脱を容易にする取手
体７を備えたことを特徴とする、請求項１乃至請求項５のいずれか一つに記載の排水装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水装置に関し、更に詳しくは、遠隔操作によって排水口を開閉する排水装
置において、排水口を閉口できない不具合が生じた場合に、遠隔操作の機能を喪失するも
のの、排水口を確実に閉口できるようにするための排水装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来より、浴槽や洗面器等の槽体の内部に生じた排水を処理するため、槽体の底面等に
排水口を設け、この排水口から排水配管を介し下水側に排水を排出する排水装置が広く知
られている。また、槽体内に水を溜める場合に、弁部材を利用して排水口を閉口する方法
があるが、この弁部材の開口また開口を、弁部材や排水口から離間した位置、例えば槽体
の開口周縁の天面部分に設けた操作部への操作によって行う遠隔操作式の排水装置が知ら
れている。以下に、遠隔操作式の排水装置の従来例を説明する。
特許文献１に記載の従来の遠隔操作式の排水装置は、槽体の一種である洗面器に接続され
る排水装置であって、以下に記載する、排水口本体、遠隔操作用弁部材、レリースワイヤ
、継手部材、操作部等の部材より構成される。
洗面器は上方が開口した箱体であって、その底面に、排水口本体を取り付けるための取付
孔を備えてなる。
排水口本体は略円筒形状を成す部材であって、その上端部分外周側には、側面方向に突出
するフランジ部を設けると共に、フランジ部の下方外側面には、雄ネジを螺刻してなり、
その内部には排水口を形成する。また、上記雄ネジに螺合する雌ネジを備えたナット部材
を備えてなる。また、排水口本体の上端部分は槽体の底面に、下端部分は継手部材に、そ
れぞれ水密的に接続される。
遠隔操作用弁部材は、上記排水口内に配置されて、排水口の上端を閉口する部材であって
、略円盤状にして、排水口を閉口する弁体部と、弁体部の中央から垂下される弁軸と、弁
部材が傾かないように排水口内に当接するガイド部（特許文献１中では「摺動脚１０」）
と、から構成される。
レリースワイヤは、側面方向に可撓性を、軸方向に剛性を有したアウターチューブと、該
インナーワイヤ内に摺動自在に配置される、側面方向に可撓性を、軸方向に剛性を有した
インナーワイヤと、から構成され、一端は操作部に、他端は排水継手の支持部に、それぞ
れ接続される。
継手部材は、排水口本体の下端に接続される略円筒形状の部材であって、その内部にレリ
ースワイヤ端部を支持する支持部と、レリースワイヤを延出するための挿通口と、から構
成される。
操作部は、排水口の開閉を操作する部材であって、洗面器の天面部に配置されて、排水口
の開閉を操作する部材である。
上記した各部材から構成された遠隔操作式の排水装置は、以下のようにして、槽体である
洗面器に施工される。
洗面器の取付孔に排水口本体を挿通し、排水口本体のフランジ部下面を、取付孔周縁の上
面に当接させる。更にナット部材の雌ネジを、排水口本体の雄ネジに螺合させ、フランジ
部下面とナット部材上面とで取付孔周縁を挟持させて排水口本体を洗面器に固定させる。
次に、継手部材の挿通口にレリースワイヤを挿通させ、支持部にレリースワイヤのアウタ
ーチューブ端部を支持固定させた上で、排水口本体と継手部材を接続する。
次に、操作部を洗面器の天面部に固定した上で、操作部とレリースワイヤとを接続する。
更に、排水口内部に遠隔操作用弁部材を挿入し、弁軸の直下に、レリースワイヤのインナ
ーワイヤ先端が位置するように配置して、遠隔操作式の排水装置の施工が完了する。
上記のように構成した遠隔操作式の排水装置を使用する場合、まず遠隔操作用弁部材を排
水口に対して降下した状態とし、排水口が閉口された状態とする。
この状態から操作部に操作を加え、インナーワイヤを、弁部材側に前進させると、インナ
ーワイヤの弁部材側の端部が突出し、遠隔操作用弁部材の弁軸の下端をインナーワイヤの
先端が押し上げ、遠隔操作用弁部材全体が上昇する。これに伴い弁体部も上昇するため、
排水口と弁体部が離間して、排水口が開口する。洗面器内に排水が溜まっていた場合、排
水口が開口したことで、排水が排水口内部を介して洗面器外に排出される。
この状態から操作部に操作を加え、インナーワイヤを、操作部側に後退させると、インナ
ーワイヤによる弁軸の押し上げが終了し、遠隔操作用弁部材全体が降下する。これに伴っ
て弁体部も降下し、排水口と弁体部とが当接して、排水口が閉口する。
これらの作業の際には、遠隔操作用弁部材のガイド部が排水口内部に当接し、遠隔操作用
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弁部材が、適正な位置以外に移動したり、適正な方向以外に傾いたりすることを防止する
。
以下、上記動作を繰り返すことで、操作部への操作により遠隔操作にて排水口を開閉する
ことができる。
また、上記特許文献１以外の遠隔操作式の排水装置として、特許文献２、また特許文献３
に記載の遠隔操作式の排水装置等が知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載の遠隔操作式の排水装置では、インナーワイヤの先端が弁軸の下端に
当接し、弁軸を直接押し上げることで遠隔操作用弁部材を押し上げ、排水口を開口してい
るが、特許文献２に記載の遠隔操作式の排水装置では、インナーワイヤの先端及び弁軸の
下端に反発しあう極性向きに調整した磁石を配置固定し、弁軸の下方位置に、水平方向か
らインナーワイヤ端部に配置した磁石がスライドするように構成したことで、弁軸の直下
にインナーワイヤ先端の磁石が位置した時は、磁力による反発で遠隔操作用弁部材が上昇
して排水口が開口し、弁軸の直下以外にインナーワイヤ先端の磁石が位置した時は、磁力
による反発が解消されて遠隔操作用弁部材が降下して排水口が閉口する、という構成とし
ている。このように構成することで、作動部の構造を単純化し、故障が起こりにくい構造
としている。
【０００４】
　また、特許文献１に記載の遠隔操作式の排水装置では、インナーワイヤを前進させて遠
隔操作用弁部材を押し上げる動作の動力は、操作部を押し込む排水装置の使用者の人力に
よるもので、人力によってインナーワイヤを介し遠隔操作用弁部材を押し上げ、排水口を
開口しているが、特許文献３に記載の遠隔操作式の排水装置では、インナーワイヤを前進
動作させる動力として、電気によって動作するステッピングモーターを採用してなる。排
水口を開口させる際は、ステッピングモーターの動力によってインナーワイヤを前進させ
てその先端が弁軸の下端を直接押し上げることで遠隔操作用弁部材を押し上げて排水口を
開口させると共に、排水口を閉口させる際は、ステッピングモーターの動力によってイン
ナーワイヤを後退させてその先端が弁軸の下端から離間して弁軸の支持を解除することで
遠隔操作用弁部材を降下させて排水口を閉口させるように構成している。尚、排水口の開
口状態、閉口状態は、モーターに通電を行って作動部を作動させない限り変化することは
無く、排水口の開口又は閉口の状態を維持するために通電を行う必要は無い。このように
構成することで、排水口の開閉操作に使用者の人力が不要となり、老人や身体障害者等、
力の弱い人などでも容易に排水口の開閉作業が可能な構造としている。
【特許文献１】実開平３－１２２１７４号
【特許文献２】特開平７－３１７１１８号
【特許文献３】特開２００１－３１１１９６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように構成した、従来例の遠隔操作式の排水装置には、作動部等に故障が生じて
、作動部が遠隔操作用弁部材を押し上げた状態のまま動作しなくなった場合、遠隔操作に
よらない方法によっても、排水口を閉口できなくなる、という問題があった。
詳述すると、例えば、特許文献１乃至特許文献３に記載の遠隔操作式の排水装置において
、インナーワイヤが曲がり限度を超えた曲げられ方をしたことで破壊されて正常な動作が
行えなくなる、座屈と呼ばれる破損をした場合や、排水中の毛髪など塵芥が絡んでインナ
ーワイヤがアウターチューブ内に入れなくなる場合、またインナーワイヤが排水によって
錆びて動作がスムーズに行えなくなる場合、等がある。
また、特許文献３に記載した、電動式の遠隔操作式の排水装置の場合、モーター部分に断
線などが生じたり、または停電等によっても作動部が動作を行わなくなり、排水口を開閉
することができなくなる。
このようにして遠隔操作式の排水装置に故障が生じた場合において、作動部が排水口を閉
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口する位置、特許文献１乃至特許文献３の場合レリースワイヤのインナーワイヤが、操作
部側に後退した位置であれば、使用者は遠隔操作用弁部材を直接手でつかみ、必要に応じ
て排水口から遠隔操作用弁部材を取り出すことで排水口からの排水を行い、また排水口に
遠隔操作用弁部材を嵌めることで排水口を閉口し、排水を槽体内部に溜めることができる
。
しかしながら、遠隔操作式の排水装置に故障が生じた場合において、作動部が排水口を開
口する位置で停止していれば、使用者が遠隔操作用弁部材を直接手でつかみ、必要に応じ
て排水口から遠隔操作用弁部材を取り出すことで排水口からの排水を行うことはできるも
のの、排水口に遠隔操作用弁部材を嵌めても、遠隔操作用弁部材は作動部に干渉されて弁
体部が排水口上端位置まで降下できないため、排水口を閉口することはできず、水を槽体
内部に溜めることができなくなる。
遠隔操作式の排水装置が、故障を生じた場合に開口位置または閉口位置のいずれで停止す
るかは全くの偶然によるため、開口状態にて故障が生じると、遠隔操作式の排水装置に修
理を行うまで、使用者が遠隔操作用弁部材に直接手作業を加えても、槽内に吐水を溜める
ことができない、という状態となる。このように、槽体内に吐水を溜めることができない
、という状態は、特に浴槽のように、槽体を使用する際は必ず排水口を閉口するような槽
体においては致命的な問題となる。
本発明は上記問題点に鑑み発明されたものであって、遠隔操作式の排水装置において、排
水装置に故障が生じ、排水口が開口状態のまま動作しなくなったとしても、弁部材に直接
的な作業を行う方法では、確実に排水口の開閉を行うことができる排水装置を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の本発明は、槽体に開口した排水口１ａと、上下動により排水口１ａを
開閉する遠隔操作用弁部材２１と、該遠隔操作用弁部材２１を上下動させる作動部３と、
作動部３の動作を制御して、遠隔操作用弁部材２１による排水口１ａの開閉を操作する操
作部４と、からなる、槽体に設けられた排水口１ａを遠隔操作的に開閉するための排水装
置において、
遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａを閉口できなくなった際に、閉口時作動部３に干渉し
ない構造であって、操作部４の操作を介さずに排水口１ａを閉口する手動用弁部材２２を
備えたことを特徴とする排水装置である。
　尚、ここでいう弁部材とは排水口を閉口することができる部材である。
また、遠隔操作用弁部材とは、遠隔操作を行う為に用意した操作部へ、開口又は閉口を指
示する操作を行うことによって、弁部材が操作部への操作に対応した動作を行い、排水口
の開閉を行うことができる弁部材である。
例えば、レリースワイヤを利用した遠隔操作式の排水装置では、弁部材を排水口に配置し
、ガイド等を利用し定まった位置で上下動させているため、操作部に対する開口又は開口
の操作を行うだけで、弁部材は上下動し、排水口を開閉することができる。このように使
用される弁部材は遠隔操作用弁部材である。
これに対して、手動用弁部材とは、弁部材によって排水口の開閉を行う場合に、弁部材に
対して位置決めなどの作業を行う必要があり、単に開口又は閉口の指示を行うだけでは排
水口を開口、又は閉口できない弁部材である。
例えば、単に排水口に嵌合するゴム材からなる弁部材の場合、排水口を閉口するには単に
弁部材を降下させるだけでは駄目で、使用者が排水口に対して弁部材を排水口に位置合わ
せして嵌合させる必要がある。このように、排水口を開口又は閉口させる際に、使用者の
手動（手作業）にて弁部材を排水口に位置合わせするような必要がある弁部材は手動用弁
部材である。また、上記のような単に排水口に嵌合するゴム材からなる弁部材に、チェー
ン体を取り付けて、チェーン体を介して弁部材を移動させることができるようにしたもの
も周知であるが、この場合でも、チェーン体を介して弁部材を排水口に位置合わせする必
要があり、このような弁部材も、チェーン体を介して弁部材に操作を加えており、直接弁
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部材には触れてはいないものの、やはり手動用弁部材である。
【０００７】
　請求項２に記載の本発明は、上記排水装置において、遠隔操作用弁部材２１及び作動部
３に反発しあう極性に配置した磁石部を備え、該磁石部の磁石の反発を利用して遠隔操作
用弁部材２１を上下動させると共に、遠隔操作用弁部材２１から磁石部を取り外すことで
、手動用弁部材２２とすることを特徴とする、段落０００６に記載の排水装置である。
【０００８】
　請求項３に記載の本発明は、槽体に開口した排水口１ａと、上下動により排水口１ａを
開閉する遠隔操作用弁部材２１と、該弁部材を上下動させる作動部３と、作動部３の動作
を制御して、遠隔操作用弁部材２１による排水口１ａの開閉を操作する操作部４と、から
なる、槽体に設けられた排水口１ａを遠隔操作的に開閉するための排水装置において、
作動部３の少なくとも一部の部材を変形又は排水装置より取り外すことで、遠隔操作用弁
部材２１が排水口１ａを閉口できなくなった際に、遠隔操作用弁部材２１が、閉口時作動
部３に干渉することなく排水口１ａを閉口することが可能な手動用弁部材２２となるよう
に構成したことを特徴とする排水装置である。
【０００９】
　請求項４に記載の本発明は、上記排水装置において、遠隔操作用弁部材２１及び作動部
３に反発しあう極性に配置した磁石部を備え、該磁石部の磁石の反発を利用して遠隔操作
用弁部材２１を上下動させると共に、作動部３から磁石部を取り外すことで、遠隔操作用
弁部材２１が、閉口時作動部３に干渉することなく排水口１ａを閉口することが可能な手
動用弁部材２２となるように構成したことを特徴とする段落０００８に記載の排水装置で
ある。
【００１０】
　請求項５に記載の本発明は、上記排水装置において、作動部３を、電気駆動により作動
するように構成したことを特徴とする、段落０００６乃至段落０００９のいずれか一つに
記載の排水装置である。
【００１１】
　請求項６に記載の本発明は、上記排水装置において、手動用弁部材２２に、排水口１ａ
からの着脱を容易にする取手体７を備えたことを特徴とする、段落０００６乃至段落００
１０のいずれか一つに記載の排水装置である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の本発明では、遠隔操作式の排水装置において、遠隔操作の為の機構が
破損した場合に、遠隔操作用弁部材とは構造が異なる、手動にて排水口に取り付け、取り
外しの作業ができる手動用弁部材を備えたことで、作動部の状態に関係なく、排水口を手
動用弁部材への手動操作により開閉することができる。
請求項２に記載の本発明では、磁石の反発によって排水口を開閉する遠隔操作式の排水装
置において、遠隔操作用弁部材の磁石部を取り外すことで、遠隔操作用弁部材を手動用弁
部材とすることができる。
請求項３に記載の本発明では、遠隔操作式の排水装置において、遠隔操作の為の機構が破
損した場合に、作動部の少なくとも一部を変形または排水装置から取り外すことで、遠隔
操作用弁部材を、手動にて排水口に取り付け、取り外しの作業ができる手動用弁部材とす
ることができ、作動部の状態に関係なく、排水口を手動用弁部材への手動操作により開閉
することができる。
請求項４に記載の本発明では、磁石の反発によって排水口を開閉する遠隔操作式の排水装
置において、作動部の磁石部を取り外すことで、遠隔操作用弁部材を手動用弁部材とする
ことができる。
また、上記請求項２乃至請求項４に記載の発明においては、遠隔操作用弁部材と手動用弁
部材を共通の部材とすることで、別々に部材を用意する場合に比べ、製品を安価とするこ
とができる。
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また、上記請求項２乃至請求項４に記載の発明においては、手動用弁部材を、遠隔操作用
弁部材とは全く別の部材とした場合、遠隔操作式の排水装置が故障するまでは手動用弁部
材は不要な部材であり、長期間使用しない間に紛失してしまう場合があるが、本発明では
、遠隔操作用弁部材をそのまま手動用弁部材に変更できるため、長期間使用しないことに
よる紛失を防ぐことができる。
請求項５に記載の本発明では、本発明を電気駆動による遠隔操作式の排水装置に採用して
なる。電気駆動による遠隔操作式の排水装置の場合、停電や断線などで通電が止まると、
どの様にしても作動部を作動させることができなくなる場合が多く、この場合には本発明
のように弁部材自体を操作部に干渉しない構造とすると好適である。
請求項６に記載の本発明では、手動用弁部材に取手体を備えることで、手動用弁部材の排
水口からの取り出しを容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一実施例の遠隔操作式の排水装置の施工状態を示す断面図である。
【図２】第一実施例の遠隔操作式の排水装置の部材構成を示す参考図である。
【図３】遠隔操作用弁部材と支持部材を示す斜視図である。
【図４】施工時の遠隔操作式の排水装置と支持部材を示す斜視図である。
【図５】図４の一部を切り欠きした参考図である。
【図６】第一実施例の、通常時の排水口の閉口状態を示す参考図である。
【図７】第一実施例の、通常時の排水口の開口状態を示す参考図である。
【図８】第一実施例の、故障時の排水口の閉口状態を示す参考図である。
【図９】第一実施例の、故障時の排水口の開口状態を示す参考図である。
【図１０】図８の状態における、手動用弁部材と支持部材を示す斜視図である。
【図１１】第一実施例の手動用弁部材に、取手体を採用した状態を示す断面図である。
【図１２】第一実施例の、別途の手動用弁部材を示す断面図である。
【図１３】第二実施例の遠隔操作式の排水装置の施工状態を示す断面図である。
【図１４】第二実施例の遠隔操作式の排水装置の部材構成を示す参考図である。
【図１５】第二実施例の、通常時の排水口の閉口状態を示す参考図である。
【図１６】第二実施例の、通常時の排水口の開口状態を示す参考図である。
【図１７】第二実施例の、故障時の排水口の閉口状態を示す参考図である。
【図１８】第二実施例の、故障時の排水口の開口状態を示す参考図である。
【実施例】
【００１４】
　以下に、本発明の第一実施例について、図面を参照しつつ説明する。
図１乃至図１１に示した、本発明の第一実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載す
る、槽体としての浴槽Ｂに施工される排水装置であって、排水口本体１、手動用弁部材２
２に構成を変更可能な遠隔操作用弁部材２１、継手部材５、支持部材６、作動部３、操作
部４、チューブ管８、その他の部材から構成されてなる。
浴槽Ｂは、上方が開口した箱体であって、その底面に、排水口本体１を取り付けるための
取付孔Ｂ１と、上縁に操作部４を取り付けるための操作部取付孔Ｂ２を備えてなる。尚、
取付孔Ｂ１、操作部取付孔Ｂ２の周縁は段押しを有してなる。
排水口本体１は略円筒形状を成す部材であって、その上端部分外周側には、側面方向に突
出するフランジ部１ｂを設けると共に、フランジ部１ｂの下方外側面には、雄ネジを螺刻
してなり、その内部には排水口１ａを形成する。排水口１ａ内部には、周縁に沿って、後
述する支持部材６を載架し係合固定するための突起部１ｃを複数備えてなる。
支持部材６は、遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａ内を昇降する際に傾かないようにする
ガイドとなる部材であって、排水口１ａの内周の突起部１ｃに載架されると共に突起部１
ｃに係合する脚部６ｄを備えたリング状の外枠部６ａと、円筒形状にして弁軸２ｂが摺動
自在に挿入される円筒部６ｂ、及び外枠部６ａと円筒部６ｂとを繋ぐ平面視９０度毎に設
けられたリブ片６ｃ、から構成される。
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遠隔操作用弁部材２１は、上記排水口１ａに配置されて排水口１ａの上端を閉口する部材
であって、以下に記載する弁体部２ａ、弁軸２ｂ、ストッパー部２ｄ、第一磁石部２ｃよ
り構成されてなる。
弁体部２ａは、略円盤状にして、排水口１ａを覆い、排水口１ａを閉口する部材であって
、リング状にパッキングを備えてなり、該パッキングが排水口１ａ周縁に当接することで
排水口１ａ周縁と水密的に当接する。
弁軸２ｂは、弁体部２ａの中央から垂下される円筒形状の金属材から構成されてなり、そ
の下端に係合部９ａを備えてなる。
第一磁石部２ｃは、その内部に永久磁石を備えた棒状の部材であって、棒状の部分が弁軸
２ｂ内部に収納されると共に、その一端に弁軸２ｂの係合部９ａに着脱自在に係合する被
係合部９ｂを備えてなる。上記のように、弁軸２ｂの内部に第一磁石部２ｃを収納する際
、係合部９ａと被係合部９ｂとを係合させるためには、弁軸２ｂに第一磁石部２ｃを挿入
する際に特定の定まった方向（以下「適正な方向」）に挿入させる必要があるように構成
されており、適正な方向以外の方向では弁軸２ｂに第一磁石部２ｃを挿入したり、係合部
９ａと被係合部９ｂとが係合することができないよう構成されている。このため、第一磁
石部２ｃの永久磁石と第二磁石部３ｃの永久磁石とは常に反発する方向に配置される。
ストッパー部２ｄは、弁体部２ａの下面二か所から、下方に延出された、略Ｃ字形状を成
すリブ片６ｃであって、支持部材６のリブ片６ｃに遠隔操作用弁部材２１を昇降自在とな
るように係合する。
継手部材５は、排水口本体１の下端に接続されるケーシング体からなる部材であって、上
方に排水口本体１の雄ネジと螺合する雌ネジを設けた開口を、側面には排水を排出する排
出口と配線を挿通するための挿通口５ａを、底面には操作部４から作動部３への配線を行
う為の接続端末を挿通する端末用開口部５ｂを、それぞれ備えてなる。尚、この実施例で
は、端末用開口部５ｂは、図１、図２等に図示した継手部材５において、排水口１ａの直
下位置より図面上奥側にずれた位置に設けられている。
また、継手部材５は、その下方に、以下に記載する作動部３を取り付け固定してなる。
作動部３は、電力によって作動し、遠隔操作用弁部材２１を上下動させる部材であって、
以下に記載した、作動部本体３ａ、スライド部３ｂ、第二磁石部３ｃ、から構成される。
作動部本体３ａは、側面に進退自在にスライド部３ｂを収納可能な開口を備えたケーシン
グ体であって、その内部にステッピングモーターを内蔵してなり、このステッピングモー
ターを利用して、後述するスライド部３ｂを任意の定めた位置まで進退移動させることが
できる。
ステッピングモーターとは、通常のただ回転するだけのモーターとは異なり、通電の手順
を制御することで、モーターの回転の回数を制御できるモーターである。これを利用し、
モーターの軸に歯車又はねじ構造を設け、後述するスライド部３ｂにこれに対応する歯車
又はねじ構造を設けることで、作動部３を任意の定めた位置まで進退移動させることがで
きる。
スライド部３ｂは作動部本体３ａの内部に収納され、作動部本体３ａの開口部から水平移
動に進退自在に移動する部材であって、その先端部に、上記した遠隔操作用弁部材２１の
第一磁石部２ｃに反発するように方向を調整された永久磁石を収納した第二磁石部３ｃを
備えてなる。
また、上記のように構成された作動部３は、施工完了時、操作部４より排水口１ａを開口
するように操作を受けるとスライド部３ｂの先端にある第二磁石部３ｃが排水口１ａの直
下位置にて停止し、排水口１ａを閉口するように操作を受けると排水口１ａの直下位置を
離間して作動部本体３ａ側に移動する。
第一磁石部２ｃと第二磁石部３ｃの磁力の反発で生じる応力は、遠隔操作用弁部材２１を
上昇させるには充分な強さを有しているが、ステッピングモーターに通電が無い状態でも
、作動部３の歯車又はねじ構造等構成部材の摩擦等による静止状態を崩す程の強さは有し
ていない。このため、静止状態のスライド部３ｂが、第一磁石部２ｃと第二磁石部３ｃの
磁力の反発で生じる応力によっていずれかの方向に移動させられる、ということは無く、
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また停止状態を維持するために作動部３に通電を行う必要も無い。
操作部４は、排水口１ａの開閉を操作する部材であって、操作部取付孔Ｂ２に配置され、
排水口１ａの開閉を操作する部材であって、以下に記載する操作部ケーシング４ａ、及び
操作部本体４ｂから構成される。
操作部ケーシング４ａは略円筒形状の部材であって、操作部取付孔Ｂ２の下面にビス等に
よって取り付けられる。
操作部本体４ｂは、作動部３の開閉動作を指示するための入力を行う円盤状のタッチパネ
ル４ｃを上面全面に備えてなる。
また、本実施例では、特に詳細に図示はしないが、操作部本体４ｂと作動部３はそれぞれ
に制御基板を備えてユニット化されてなる。
また、操作部本体４ｂと作動部３は、通電及びデジタル化した内容での情報伝達（排水口
１ａへの開閉の指示等）の両方を同時に行うことができる、ＵＳＢ規格の接続端末を両端
に備えた配線部材Ｌにて接続される。当然、操作部本体４ｂと作動部３の接続用の端末も
、ＵＳＢ規格の接続端末である。また、図示しないが、作動部３及び操作部４を作動させ
る為の電力は、屋内電源（コンセント）から操作部４に供給され、更にこのＵＳＢ規格の
配線部材Ｌによって操作部４から作動部３に供給される。
チューブ管８は、側面方向に可撓性を有する円筒形状の部材であって、その一端は操作部
ケーシング４ａ下端に、他端は継手部材５の挿通口５ａに、それぞれ接続される。
また、その他の部材として、継手部材５の排出口と、下水側の配管に繋がる床下配管とを
接続する配管部材Ｐ（図示せず）を備えてなる。
また、詳述しないが、本実施例において、水密的な接続が必要な箇所には、接着剤または
パッキング等を利用し、水密的な接続が行われる。
【００１５】
　上記のように構成した遠隔操作式の排水装置は、以下のようにして、槽体である浴槽Ｂ
に施工される。
施工前の構成として、継手部材５の下方に、作動部３を取り付け固定しておく。この状態
において、端末用開口部５ｂと作動部３の配線用の接続端末部分は連通してなるが、当該
部分には水密的な接続が行われ、この端末用開口部５ｂから排水装置内の排水が外部に漏
水することは無い。また、作動部３のＵＳＢ規格の接続端末部分に配線の接続が行われた
場合も、当該接続箇所は防水の為の構造を備えてなり、接続箇所に排水が掛かることは無
いものとする。
まず、排水口本体１を、浴槽Ｂ底面に設けられた取付孔Ｂ１に挿通し、フランジ部１ｂの
下面を、取付孔Ｂ１の周縁上面に当接した状態とする。更に継手部材５の雌ネジを、排水
口本体１の雄ネジに螺合させ、フランジ部１ｂ下面と継手部材５上面とで取付孔Ｂ１の周
縁を挟持するようにして排水口本体１と継手部材５を浴槽Ｂに固定する。
次に、操作部ケーシング４ａを、操作部取付孔Ｂ２に下方からビスによって取り付け固定
し、更にチューブ管８の一端は操作部ケーシング４ａ下端に、他端は継手部材５の挿通口
５ａに、それぞれ接続する。
次に、操作部取付孔Ｂ２の開口から、操作部本体４ｂと作動部３とを接続するための配線
部材Ｌを、チューブ管８内を介して一端が継手部材５内部に達するまで挿通する。尚、配
線部材Ｌはチューブ管８に対して充分に長いものとする。浴槽Ｂ内部から、排水口１ａを
介して作業を行い、配線部材Ｌの端部を、端末用開口部５ｂを介して作動部３の接続端末
に接続した後、操作部本体４ｂの基板部分に設けた接続端末に配線部材Ｌの端部を接続し
、作動部３と操作部４との配線を完了させる。また、配線部材Ｌは、排水継手内でたるみ
等により弁部材の動作の妨げになることが無いよう、バンド等で継手部材５内部に固定す
る。
次に、操作部本体４ｂを操作部ケーシング４ａ内に収納し、操作部本体４ｂのタッチパネ
ル４ｃ部分を操作部取付孔Ｂ２の周縁の段押部に載架し係合固定させて、操作部４の取り
付けが完了する。
前述のように、配線部材Ｌはチューブ管８に対して充分に長いが、配線部材Ｌは従来例の
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レリースワイヤ等と比べてより柔軟な為、複数個所で折り曲げ、または螺旋状に巻き取る
ことで、チューブ管８内及び操作部ケーシング４ａ内に支障なく全て収納することができ
る（図面ではこの配線部材Ｌの巻き取り等状態の図示は省略している）。またタッチパネ
ル４ｃ部分は、操作部取付孔Ｂ２の周囲に段押部を設けたことで、操作部取付孔Ｂ２の周
囲と面一状態となっており、不要な段差を生じていない。合わせて、操作部本体４ｂの上
面は、全面がタッチパネル４ｃとしたことから、この操作部４は周囲に不要な段差／隙間
を有さない、いわゆる「フランジレス」な操作部４となっている。
次に、排水配管を介して、排出口と床下配管を接続する。
次に、支持部材６を排水口１ａ内に配置し係合固定する。具体的には、支持部材６の外枠
部６ａを、排水口１ａの内周の突起部１ｃに載架すると共に、突起部１ｃに脚部６ｄを係
合させて固定する。
次に、排水口１ａに遠隔操作用弁部材２１を配置する。この時には、遠隔操作用弁部材２
１の弁軸２ｂを支持部材６の円筒部６ｂに挿通した上で、遠隔操作用弁部材２１のストッ
パー部２ｄの略Ｃ字形状を成す側方の開口部分が、リブ片６ｃの高さ位置になるように移
動させ、更に弁軸２ｂを中心に回転させることで、リブ片６ｃがストッパー部２ｄ内に入
ることで、ストッパー部２ｄが支持部材６のリブ片６ｃに昇降自在に係合する。
以上のようにして、本実施例の遠隔操作式の排水装置の施工が完了する。
【００１６】
　以下に、上記実施例の遠隔操作式の排水装置の動作について説明する。
上記第一実施例の遠隔操作式の排水装置を使用する場合、図４に示したように、まず操作
部４に操作を加えて排水口１ａを閉口した状態とする。この状態において、スライド部３
ｂは作動部本体３ａ内に収納され、スライド部３ｂ先端の第二磁石部３ｃは、排水口１ａ
下方から離間した位置に配置されている。
遠隔操作用弁部材２１は、物理的には排水口１ａ内部や継手部材５の内部に干渉する形状
では無いため、排水口１ａ内を降下し、弁体部２ａが排水口１ａを覆って排水口１ａを閉
口した状態となる。
この状態より操作部４のタッチパネル４ｃに操作を加え、排水口１ａを開口するように操
作を行うと、作動部３のステッピングモーターが作動し、図６に示したように、第二磁石
部３ｃが排水口１ａの直下となる位置までスライド部３ｂが突出する。すると、第一磁石
部２ｃの磁石と第二磁石部３ｃの磁石とが反発し、この反発力によって遠隔操作用弁部材
２１の磁石部、弁軸２ｂ、弁体部２ａが上昇する。支持部材６は排水口１ａに係合し固定
されており、該支持部材６がガイド部として機能するため、遠隔操作用弁部材２１は排水
口１ａに対して傾いたりせず、単純に上昇のみを行う。
結果、排水口１ａから弁体部２ａが離間して排水口１ａが開口する。浴槽Ｂ内に浴湯等が
溜まっていた場合、排水口１ａから排水口１ａ内を通過し、継手部材５、排水配管の内部
を通過して床下配管から下水側に排出される。尚、遠隔操作用弁部材２１のストッパー部
２ｄが、図７及び図８に示したように、排水口１ａに係合固定されている支持部材６のリ
ブ片６ｃと係合しており、第一磁石部２ｃと第二磁石部３ｃの磁力の反発で生じる応力の
強さに関係なく、遠隔操作式弁部材が排水口１ａから飛び出すことは無い。尚、ここで「
遠隔操作式弁部材が排水口１ａから飛び出す」とは、例えば遠隔操作式弁部材の弁軸２ｂ
が円筒部６ｂから完全に抜け出て、排水装置の適正な動作が不可能になるなど、「遠隔操
作用弁部材２１が、通常の使用箇所以外の処に移動し、操作部４の操作によっても排水口
１ａを開閉できなくなった状態」を意味するものであって、単純に「遠隔操作用弁部材２
１が排水口１ａ内以外の場所にある」という意味ではない。
この状態より操作部４のタッチパネル４ｃに操作を加え、排水口１ａを閉口するように操
作を行うと、作動部３のステッピングモーターが作動しスライド部３ｂが作動部本体３ａ
側に後退する。これにより、第二磁石部３ｃが縦管部５ｃの直下となる位置から移動し、
第一磁石部２ｃの磁石と第二磁石部３ｃの磁石とが離間して磁力の反発で生じる応力が弱
まるため、遠隔操作用弁部材２１の磁石部、弁軸２ｂ、弁体部２ａが降下する。この時は
、開口時同様に支持部材６がガイド部として機能するため、遠隔操作用弁部材２１は排水
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口１ａに対して傾いたりせず、単純に降下する。
結果、排水口１ａを弁体部２ａが覆い、排水口１ａが閉口した図５の状態に戻る。
以降、この操作を繰り返すことで、操作部４を操作することにより、遠隔操作にて排水口
１ａを開閉することができる。
尚、ストッパー部２ｄの、リブ片６ｃとの係合を解除するための開口箇所は、図３等から
明らかなように、側面の中間部分であり、意図的に遠隔操作用弁部材２１を昇降の中間位
置で停止させ、更にリブ片６ｃがストッパー部２ｄの開口箇所を抜ける方向に回転させな
い限り、係合が解除されることは無い。このため、事実上、意図的に遠隔操作用弁部材２
１を支持部材６から取り外そうとしない限り、遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａから外
れることは無く、上記のような、遠隔操作用弁部材２１の動作が上下方向への単純な昇降
である通常の遠隔操作式の排水装置の使用において、遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａ
から外れることは無い。
また、操作部４でのタッチパネル４ｃの操作については、単に「触れれば開口し、再度触
れれば閉口する」といった単純なものではなく、例えば「タッチパネル４ｃ上で複数回指
先を右に回転させれば開口、左に回転させれば閉口」「タッチパネル４ｃを数秒間長押し
することで開口と閉口を繰り返す」といった、任意による特定の手順を加えた際のみ開閉
を行うように設定してなり、単にパネルを手で触れただけで、または浴槽Ｂの開口に蓋を
載せた際に蓋がタッチパネル４ｃに触れただけで、排水口１ａの開閉操作を誤って行う、
ということが無いように構成されてなる。また、排水口１ａが開口状態か、閉口状態かも
、タッチパネル４ｃ上に表示される。
【００１７】
　更に、上記実施例の遠隔操作式の排水装置において、停電又は断線、ステッピングモー
ターや制御基板の異常等により故障し、且つ排水口１ａが開口する状態、即ち、第二磁石
部３ｃが排水口１ａの直下となる位置までスライド部３ｂが突出した状態で停止した場合
、そのままであれば、遠隔操作用弁部材２１が磁力の反発により上昇して、弁体部２ａが
排水口１ａより離間し排水口１ａが開口したままの状態となるが、本実施例の遠隔操作式
の排水装置では、以下のようにして、使用者の手動操作により、排水口１ａを閉口するよ
うにすることができる。
上記のように排水口１ａが開口状態のまま、遠隔操作式の排水装置が故障して停止した場
合、使用者は、まず遠隔操作用弁部材２１のストッパー部２ｄと支持部材６のリブ片６ｃ
との係合を解除した上で、排水口１ａから遠隔操作用弁部材２１を取り外す。遠隔操作用
弁部材２１のストッパー部２ｄと支持部材６のリブ片６ｃとの係合の解除は、ストッパー
部２ｄとリブ片６ｃの係合の手順を逆に行うことで容易に行うことができる。
更に、弁軸２ｂの係合部９ａと第一磁石部２ｃの被係合部９ｂとの係合を解除し、弁軸２
ｂから第一磁石部２ｃを取り外す。
これにより、弁軸２ｂから磁力が失われ、作動部３が遠隔操作用弁部材２１を押し上げる
機能が失われる。
本実施例の遠隔操作用弁部材２１は、物理的には排水口１ａ内部や継手部材５の内部に干
渉する形状では無く、第一磁石部２ｃを取り外し、磁力の反発も無くなった為、遠隔操作
用弁部材２１が排水口１ａの閉口時作動部３に干渉しない弁部材、即ち手動用弁部材２２
となり、図９に示したように、排水口１ａを、手動用弁部材２２にて閉口することができ
る（ここでいう「閉口時に干渉する構造」とは、「物的接触による干渉」だけを指し示す
ものではなく、例えば「閉口を不可能とする磁力による干渉」等、閉口の障害となる全て
の干渉を示すものである）。尚、ストッパー部２ｄは排水口１ａ閉口時、図１１に示した
ように、リブ片６ｃの間に入り込み、仮に偶然ストッパー部２ｄの下端がリブ片６ｃに当
たってもそのまま左右いずれかの方向にずれるため、弁体部２ａが排水口１ａを覆うこと
の障害にはならない。また、前述のとおり、意図して係合させない限り、ストッパー部２
ｄとリブ片６ｃは係合しないため、この手動用弁部材２２を手に取って行う操作の際に、
ストッパー部２ｄがリブ片６ｃに係合して排水口１ａから手動用弁部材２２が取り出せな
くなる、と言うことも無い。
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即ち、第一磁石部２ｃを取り外したことで、遠隔操作用弁部材２１は、手動用弁部材２２
とすることができる。
また、排水口１ａを開口する場合は、図１０に示したように、排水口１ａから手動にて手
動用弁部材２２を取り外すことで、排水口１ａを開口することができる。
以降、排水口１ａを閉口する場合は、図９に示したように、使用者が排水口１ａに直接手
動用弁部材２２を手に取り、排水口１ａに挿入することで弁体部２ａが排水口１ａを覆っ
て排水口１ａを閉口することができる。
また、排水口１ａを開口する場合は、図１０に示したように、使用者が直接手動用弁部材
２２を手に取り、排水口１ａから取り出すことで弁体部２ａが排水口１ａから離間し、排
水口１ａを閉口することができる。
【００１８】
　また、手動用弁部材２２による排水口１ａの開閉を容易にするために、図１２に示した
ような取手体７を手動用弁部材２２に取り付けても良い。
本実施例の図１２に示した取手体７は、弁体部２ａの上面全体と、弁体部２ａ下面をパッ
キングに干渉しない位置まで覆うように嵌合するカバー部７ａと、該カバー部７ａの上面
に設けられた、棒状にして側面に貫通する穴を設けたツマミ部７ｂと、浴槽Ｂの上方内側
面に吸着される吸盤体７と、一端をツマミ部７ｂに、他端を吸盤体７に、それぞれ接続さ
れる金属材のボールチェーンからなるチェーン体７ｄと、から構成される。
上記のように構成した取手体７を、段落００１６に記載した手動用弁部材２２に使用する
場合、まずカバー部７ａを弁体部２ａに覆うようにして嵌合させる。
更に浴槽Ｂの上方内側面に吸盤体７を吸着させて取り付けることで、取手体７の手動用弁
部材２２及び洗面器Ｗ１への取り付けが完了する。
上記した取手体７のツマミ部７ｂ、またはチェーン体７ｄを使用者が保持することで、直
接弁体部２ａを掴む場合よりも、排水口１ａから手動用弁部材２２を取り出し、また挿入
する作業を容易に行うことができる。
【００１９】
　また、上記実施例のように、遠隔操作用弁部材２１の構成を変更して手動用弁部材２２
とする以外に、例えば別途ゴム素材からなる手動専用の弁部材を用意して手動用弁部材２
２としても良い。この別途に設けた手動用弁部材２２が支持部材６に干渉する場合は、支
持部材６と排水口１ａとの係合固定を解除して支持部材６を排水口１ａから取り出し、手
動用弁部材２２の使用に障害の無いように構成しても構わない。
また、この別途に設けた手動用弁部材２２には、図１３に示したように、段落００１８に
記載したものと同様の、棒状にして側面に貫通する穴を設けたツマミ部７ｂと、浴槽Ｂの
上方内側面に吸着される吸盤体７と、一端をツマミ部７ｂに、他端を吸盤体７に、それぞ
れ接続される金属材のボールチェーンからなるチェーン体７ｄとからなる取手体７を備え
ても良い。この場合の手動用弁部材２２の浴槽Ｂへの施工方法、使用方法、及び効果は段
落００１８の実施例の浴槽Ｂへの施工方法、使用方法、及び効果と同様である。
【００２０】
　次に、本発明の第二実施例について、図面を参照しつつ説明する。
図１３乃至図１８に示した、本発明の第二実施例の遠隔操作式排水栓装置は、以下に記載
する、槽体としての洗面器Ｗ１を備えた洗面台Ｗに施工される排水装置であって、排水口
本体１、手動用弁部材２２に構成を変更可能な遠隔操作用弁部材２１、継手部材５、作動
部３、操作部４、その他の部材から構成されてなる。
洗面台Ｗは、上方が開口した箱体であって、その底面に、排水口本体１を取り付けるため
の取付孔Ｂ１を備えた洗面器Ｗ１と、該洗面器Ｗ１を上方に載置する、開閉自在な扉を備
えたキャビネット部Ｗ２と、から構成される。
排水口本体１は略円筒形状を成す部材であって、その上端部分外周側には、側面方向に突
出するフランジ部１ｂを設けると共に、フランジ部１ｂの下方外側面には、雄ネジを螺刻
してなり、その内部には排水口１ａを形成する。また、上記雄ネジに螺合する雌ネジを螺
刻したナット部材１ｄを備えてなる。また、排水口本体１の上端部分は洗面器Ｗ１の取付
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孔Ｂ１に、下端部分は継手部材５に、それぞれ水密的に接続される。
遠隔操作用弁部材２１は、上記排水口１ａに配置されて排水口１ａを閉口する部材であっ
て、以下に記載する弁体部２ａ、弁軸２ｂ、支持部材６、第一磁石部２ｃより構成されて
なる。
弁体部２ａは、略円盤状にして、排水口１ａを覆い、排水口１ａを閉口する部材であって
、リング状にパッキングを備えてなり、該パッキングが排水口１ａ周縁に当接することで
排水口１ａ周縁と水密的に当接する。
弁軸２ｂは、弁体部２ａの中央から垂下される棒状の金属材から構成されてなり、その下
端には内部に永久磁石を収納した第一磁石部２ｃを備えてなる。
支持部材６は、遠隔操作用弁部材２１が排水口１ａ内を昇降する際に傾かないようにする
ガイドと、排水中の毛髪や塵芥を捕集するヘアキャッチャーを兼ねる部材であって、排水
口１ａの内周に当接するリング状の外枠部６ａ、円筒形状にして弁軸２ｂが摺動自在に挿
入される円筒部６ｂ、及び外枠部６ａと円筒部６ｂとを繋ぐと共に排水中の毛髪等を捕集
する複数のリブ片６ｃ、から構成される。
継手部材５は、排水口本体１の下端に接続される円筒を略Ｌ字形状に屈曲させた部材であ
って、排水口１ａの直下に配置される上流側の縦管部５ｃと、下流側にして端部に排出口
を有する横管部５ｄとからなり、その下方に、以下に記載する作動部３を取り付け固定し
てなる。
作動部３は、電力によって作動し、遠隔操作用弁部材２１を上下動させる部材であって、
以下に記載した、作動部本体３ａ、スライド部３ｂ、第二磁石部３ｃ、から構成される。
作動部本体３ａは、側面に進退自在にスライド部３ｂを収納可能な開口を備えたケーシン
グ体であって、その内部にステッピングモーターを内蔵してなり、このステッピングモー
ターを利用して、後述するスライド部３ｂを任意の定めた位置まで進退移動させることが
できる。
ステッピングモーターとは、通常の単純に回転するだけのモーターとは異なり、通電の手
順を制御することで、モーターの回転の回数を制御できるモーターである。これを利用し
、モーターの軸に歯車又はねじ構造を設け、後述するスライド部３ｂにこれに対応する歯
車又はねじ構造を設けることで、作動部３を任意の定めた位置まで進退移動させることが
できる。
スライド部３ｂは作動部本体３ａの内部に収納され、作動部本体３ａの開口部から水平移
動に進退自在に移動する部材であって、その先端部に、後述する第二磁石部３ｃを着脱自
在に取り付けるピン体を有する係合部９ａを備えてなる。
第二磁石部３ｃは、スライド部３ｂの先端に着脱自在に取り付けられる被係合部９ｂを備
えた部材であって、上記した遠隔操作用弁部材２１の第一磁石部２ｃに反発するように方
向を調整された永久磁石を収納してなる。
尚、上記のように、スライド部３ｂの係合部９ａと、第二磁石部３ｃの被係合部９ｂとは
着脱自在に係合するが、リブ片６ｃの凹凸等を利用して、係合する際の方向は常に第一磁
石部２ｃと第二磁石部３ｃの磁石が反発する方向（以下「適正な方向」）とした時のみ係
合するように構成されており、適正な方向以外の方向では係合しないように構成されてい
る。このため、第一磁石部２ｃの永久磁石と第二磁石部３ｃの永久磁石とは常に反発する
方向に配置される。
また、上記のように構成された作動部３は、施工完了時、操作部４より排水口１ａを開口
するように操作を受けるとスライド部３ｂの先端にある第二磁石部３ｃが継手部材５の縦
管部５ｃの直下位置にて停止し、排水口１ａを閉口するように操作を受けると縦管部５ｃ
直下を離間して作動部本体３ａ側に移動する。これらの動作において、ステッピングモー
ターへの通電はスライド部３ｂの進退動作の際にのみ行われる。
第一磁石部２ｃと第二磁石部３ｃの磁力の反発で生じる応力は、遠隔操作用弁部材２１を
上昇させるには充分な強さを有しているが、ステッピングモーターに通電が無い状態でも
、作動部３の歯車又はねじ構造等構成部材の摩擦等による静止状態を崩す程の強さは有し
ていない。このため、静止状態のスライド部３ｂが、第一磁石部２ｃと第二磁石部３ｃの
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磁力の反発で生じる応力によっていずれかの方向に移動させられる、ということは無く、
また停止状態を維持するために作動部３に通電を行う必要も無い。
操作部４は、排水口１ａの開閉を操作する部材であって、洗面器Ｗ１の天面部分に配置さ
れ、排水口１ａの開閉を操作する部材である。
また、本実施例では、特に詳細に図示はしないが、操作部本体４ｂと作動部３はそれぞれ
に制御基板を備えてユニット化されてなる。
また、操作部本体４ｂと作動部３は、通電及びデジタル化した内容での情報伝達（排水口
１ａへの開閉の指示等）の両方を同時に行うことができる、ＵＳＢ規格の接続端末を両端
に備えた配線部材Ｌにて接続される。当然、操作部本体４ｂと作動部３の接続用の端末も
、ＵＳＢ規格の接続端末である。また、図示しないが、作動部３及び操作部４を作動させ
る為の電力は、屋内電源（コンセント）から作動部３に供給され、更にこのＵＳＢ規格の
配線部材Ｌによって作動部３から操作部４に供給される。
また、その他の部材として、継手部材５の下流側端部と、下水側の配管に繋がる床下配管
とを接続する、管体をＳ字形状に屈曲させたトラップ部を含む配管部材Ｐを備えてなる。
また、詳述しないが、本実施例において、水密的な接続が必要な箇所には、接着剤または
パッキング等を利用し、水密的な接続が行われる。
【００２１】
　上記のように構成した遠隔操作式の排水装置は、以下のようにして、槽体である洗面台
Ｗの洗面器Ｗ１に施工される。
施工前の作業として、継手部材５の下方に、作動部３を取り付け固定しておく。
まず、排水口本体１を、洗面器Ｗ１底面に設けられた取付孔Ｂ１に挿通し、フランジ部１
ｂの下面を、取付孔Ｂ１の周縁上面に当接した状態とする。更にナット部材１ｄの雌ネジ
を、排水口本体１の雄ネジに螺合させ、フランジ部１ｂ下面とナット部材１ｄ上面とで取
付孔Ｂ１の周縁を挟持するようにして排水口本体１を洗面器Ｗ１に固定する。
次に、操作部４を洗面器Ｗ１の天面部分に取り付け固定する。
次に、作動部３が取り付けられた状態の継手部材５を、排水口本体１の下流側端部に接続
する。
次に、操作部４と作動部３とを、前述のようにＵＳＢ規格の接続端末を利用した配線部材
Ｌにて接続し、情報伝達と通電とを行うことが可能なようにする。
次に、トラップ部を備えた排水配管を介して、継手部材５の排出口と床下配管を接続する
。
更に、排水口１ａに遠隔操作用弁部材２１を配置して、本実施例の遠隔操作式の排水装置
の施工が完了する。
【００２２】
　以下に、上記実施例の遠隔操作式の排水装置の動作について説明する。
上記第二実施例の遠隔操作式排水栓装置を使用する場合、まず操作部４に操作を加えて、
図１５に示したように、排水口１ａを閉口した状態とする。この状態において、スライド
部３ｂは作動部本体３ａ内に収納され、スライド部３ｂ先端の第二磁石部３ｃは、継手部
材５の縦管部５ｃ下方から離間した位置に配置されている。
遠隔操作用弁部材２１は、物理的には排水口１ａ内部や継手部材５の内部に干渉する形状
では無いため、磁力の反発が無い状態では、排水口１ａ内を降下し、弁体部２ａが排水口
１ａを覆って排水口１ａを閉口した状態となる。
この状態より操作部４に操作を加え、排水口１ａを開口するように操作を行うと、作動部
３のステッピングモーターが作動し、第二磁石部３ｃが縦管部５ｃの直下、即ち排水口１
ａの直下となる位置までスライド部３ｂが突出する。すると、第一磁石部２ｃの磁石と第
二磁石部３ｃの磁石とが反発し、この反発力によって遠隔操作用弁部材２１が上昇するが
、支持部材６がガイドとして排水口１ａ内面に当接しているため、遠隔操作用弁部材２１
は排水口１ａに対して傾いたりせず、単純に上昇のみを行う。
結果、図１６に示したように、排水口１ａから弁体部２ａが離間して排水口１ａが開口す
る。洗面器Ｗ１内に吐水があった場合、排水口１ａから排水口１ａ内を通過し、継手部材
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５、排水配管の内部を通過して床下配管から下水側に排出される。
この状態より操作部４に操作を加え、排水口１ａを閉口するように操作を行うと、作動部
３のステッピングモーターが作動し、スライド部３ｂが作動部本体３ａ側に後退する。こ
れにより、第二磁石部３ｃが排水口１ａの直下となる位置から移動し、第一磁石部２ｃの
磁石と第二磁石部３ｃの磁石とが離間して反発力が弱まるため、遠隔操作用弁部材２１が
降下する。この時は、開口時同様に支持部材６がガイドとして機能するため、遠隔操作用
弁部材２１は排水口１ａに対して傾いたりせず、単純に降下する。
結果、排水口１ａを弁体部２ａが覆い、排水口１ａが閉口した図１５の状態に戻る。
以降、この操作を繰り返すことで、操作部４を操作することにより、遠隔操作にて排水口
１ａを開閉することができる。
【００２３】
　更に、上記実施例の遠隔操作式の排水装置において、停電又は断線、ステッピングモー
ターや制御基板の異常等により故障し、且つ排水口１ａが開口する状態、即ち、第二磁石
部３ｃが排水口１ａの直下となる位置までスライド部３ｂが突出した状態で停止した場合
、そのままであれば、遠隔操作用弁部材２１が磁力の反発により上昇して、弁体部２ａが
排水口１ａより離間し排水口１ａが開口したままの状態となるが、本実施例の遠隔操作式
の排水装置では、以下のようにして、使用者の手動操作により、排水口１ａを閉口するよ
うにすることができる。
上記のように排水口１ａが開口状態のまま、遠隔操作式の排水装置が故障して停止した場
合、使用者はキャビネット部Ｗ２の扉を開き、キャビネット部Ｗ２内に施工された排水配
管に対して、スライド部３ｂと第二磁石部３ｃとの係合を解除し、スライド部３ｂから第
二磁石部３ｃを分離する。
これにより、作動部３が遠隔操作用弁部材２１を押し上げる機能が失われる。
遠隔操作用弁部材２１は、物理的には排水口１ａ内部や継手部材５の内部に干渉する形状
では無く、第二磁石部３ｃを取り外したため磁力の反発も無くなった為、遠隔操作用弁部
材２１が排水口１ａの閉口時作動部３に干渉しない構造となる（ここでいう「閉口時に干
渉する構造」とは、「物的接触による干渉」だけを指し示すものではなく、例えば「閉口
を不可能とする磁力による干渉」等、閉口の障害となる全ての干渉を示すものである）。
即ち、遠隔操作用弁部材２１は、第二磁石部３ｃが分離することで、遠隔操作用弁部材２
１自体は何ら構造的に変化は無いが、手動用弁部材２２として機能することができる。
以降、排水口１ａを閉口する場合は、図１７に示したように、使用者が排水口１ａに直接
手動用弁部材２２を手に取り、排水口１ａに挿入することで弁体部２ａが排水口１ａを覆
って排水口１ａを閉口することができる。
また、排水口１ａを開口する場合は、図１８に示したように、使用者が直接手動用弁部材
２２を手に取り、排水口１ａから取り出すことで弁体部２ａが排水口１ａから離間し、排
水口１ａを閉口することができる。
【００２４】
　また、手動用弁部材２２による開閉を容易にするために、段落００１８に記載したもの
と同様の取手体７や、段落００１９に記載したものと同様の別途の手動用弁部材２２を利
用しても良い。
【００２５】
　本発明の実施例は以上のようであるが本発明は上記実施例に限定される物ではなく、主
旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。
例えば、上記第一実施例、第二実施例は、いずれも磁力を用いた電動式の遠隔操作式の排
水装置であるが、これに代えて、特許文献１に記載の遠隔操作式の排水装置のように、レ
リースワイヤを用いた手動式の遠隔操作式の排水装置に本発明を利用しても構わない。こ
の場合、例えばインナーワイヤの先端部分、又は弁部材の下端部分に、インナーワイヤの
ストローク以上の長さを有するアダプターを取り付ける構成とすることで、インナーワイ
ヤが排水口１ａを開口させるだけ前進した状態で故障が生じた場合でも、アダプターを取
り外すことで、遠隔操作用弁部材２１は排水口１ａを覆って排水口１ａを閉口することが
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【符号の説明】
【００２６】
１　　排水口本体　　　　　　１ａ　排水口
１ｂ　フランジ部　　　　　　１ｃ　突起部
１ｄ　ナット部材　　　　　　２１　遠隔操作用弁部材
２２　手動用弁部材　　　　　２ａ　弁体部
２ｂ　弁軸　　　　　　　　　２ｃ　第一磁石部
２ｄ　ストッパー部　　　　　３　　作動部
３ａ　作動部本体　　　　　　３ｂ　スライド部
３ｃ　第二磁石部　　　　　　４　　操作部
４ａ　操作部ケーシング　　　４ｂ　操作部本体
４ｃ　タッチパネル　　　　　５　　継手部材
５ａ　挿通口　　　　　　　　５ｂ　端末用開口部
５ｃ　縦管部　　　　　　　　５ｄ　横管部
６　　支持部材　　　　　　　６ａ　外枠部
６ｂ　円筒部　　　　　　　　６ｃ　リブ片
６ｄ　脚部　　　　　　　　　７　　取手体
７ａ　カバー部　　　　　　　７ｂ　ツマミ部
７ｃ　吸盤体　　　　　　　　７ｄ　チェーン体
８　　チューブ管　　　　　　９ａ　係合部
９ｂ　被係合部　　　　　　　Ｂ　　浴槽
Ｂ１　取付孔　　　　　　　　Ｂ２　操作部取付孔
Ｌ　　配線部材　　　　　　　Ｐ　　配管部材
Ｗ　　洗面台　　　　　　　　Ｗ１　洗面器
Ｗ２　キャビネット部
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